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事業事前評価表 

 

国際協力機構中東・欧州部欧州課 

 

１．案件名（国名） 

国名：モルドバ共和国  

案件名：太陽光を利用したクリーンエネルギー導入計画 

（案件名英文）The Project for Introduction of Clean Energy by Solar Electricity Generation System 

２．事業の背景と必要性  

(1) 当該国におけるエネルギーセクターの現状と課題 

欧州の最貧国であるモルドバ共和国(以下、モルドバ)は、国内消費電力の約8割を輸入に頼っており、

今後とも同国において、より持続的な社会経済開発を安定的に進めていくためには、各種サービスの供

給に欠かせない電源を、国産エネルギーの有効活用を通した国内自給率の向上によって確保することが、

各セクター共通の重要な課題となっている。特に、そうした中でも、将来的なEU加盟を目指した取り組

みの観点から、EUのCO2排出削減目標等を意識した国内の体制作りも求められているため、今後、太陽

光を含む再生可能エネルギーを導入する必要性が高まっている。 

 

(2) 当該国におけるエネルギーセクターの開発政策における本事業の位置づけ 

 モルドバは、気候変動枠組み条約(United Nations Framework Convention on Climate Change) 及び

京都議定書を締結し、積極的に気候変動対策に取り組もうとしている。 

上述の開発課題の現状に鑑み、モルドバ政府は、2007 年に「2020 年までの国家エネルギー戦略」を

策定し、エネルギー消費総量に占める再生可能エネルギーの割合を、2007 年時点の 3%強から 2020 年に

は 20%にまで増加させる目標を設定した。その目標値を達成するための一つの取り組みとして、同国で

死因の一割以上を占める癌の研究・治療を行なう国内唯一の中核的な医療施設である国立腫瘍学研究所

に、系統連系型の太陽光発電施設を調達・設置する要請が挙げられた。系統連系型の太陽光発電施設の

設置実績に乏しい当該国においては、本事業は更なる再生可能エネルギーの普及を促すためのパイロッ

ト事業としても位置付けられるものである。 

 

(3)気候変動対策におけるエネルギーセクターに対する我が国及び JICA の援助方針と実績 

我が国は、従前より、排出削減等の気候変動対策に取り組む途上国及び気候変動の悪影響に対して脆

弱な途上国への支援を積極的に行ってきており、2008年には5年間で100億ドル規模の新たな資金メカニ

ズムを発表した。さらに2009年12月、従前の公約を再編し、2012年末までの約3年間で、官民合わせて1

兆7,500億円(おおむね150億ドル)規模の支援を実施することを発表した。外務省は途上国に対し、太陽

光発電等を活用した環境プログラム無償に関する支援ニーズや具体的アイデアにかかる要望調査を実

施し、同調査の結果、モルドバ共和国から本事業にかかる協力要請がなされた。 

 

(4) 他の援助機関の対応 

欧州復興開発銀行（EBRD）は、同国を再生可能エネルギーおよび省エネ技術開発分野での域内支援の対

象国としている。また、世界銀行は、本事業対象の国立腫瘍学研究所における医療体制の改善に向けた調査

を実施。 

  

３．事業概要  

(1) 事業の目的（協力プログラムにおける位置づけを含む）  

首都キシナウ市において、太陽光発電関連機材を調達し技術者育成支援を行うことにより、発電能

力の向上、エネルギー源の多様化、再生可能エネルギー利用に関するモルドバ国民の意識啓発を図り、

もって気候変動対策において先進国･途上国双方の取組を促す日本のイニシアティブを示すことに寄

与する。 
 
(2) プロジェクトサイト/対象地域名 

国立腫瘍学研究所（外来患者等年間 20,000 人以上）／キシナウ市中心部 

 

(3) 事業概要 



1) 土木工事、調達機器等の内容  

太陽光発電システム一式（太陽電池パネル(合計 250kW 以上）、パワーコンディショナー、計測監視

装置、気象観測装置など 

 

2) コンサルティング・サービス/ソフトコンポーネントの内容 

系統連系型太陽光発電システムに関する基礎知識及び保守点検、緊急時の対応等の維持運営管理に

関する研修 
 

(4) 総事業費/概算協力額 

 総事業費 4.25 億円(概算協力額(日本側)：約 4.17 億円、(モルドバ側)：約 775 万円) 

 

(5) 事業実施スケジュール（協力期間） 

 2011 年 7 月～2013 年 3 月を予定(計 21 ヶ月。詳細設計、入札期間を含む) 

 

(6) 事業実施体制（実施機関/カウンターパート） 

 責任官庁：保健省 

実施機関：国立腫瘍学研究所 

 

(7) 環境社会配慮・貧困削減・社会開発 

1) 環境社会配慮 

① カテゴリ分類:C  

② 影響と緩和・軽減策:特になし  

2) 貧困削減促進：特になし 

3) ジェンダー：特になし 

(8) 他援助機関等との連携・役割分担 

 特になし 

 

(9) その他特記事項 

 特になし 

 

 
４. 外部条件・リスクコントロール 

(1)事業実施のための前提条件 

 実施にあたっては、アスファルト舗装、モニター室改修、地上設置エリアの防犯対策が必要となる。

右費用については、同研究所の患者からの治療費収入から支払われることについて合意している。 

 

(2)プロジェクト全体計画達成のための外部条件 

 現地の治安・安全が確保される必要がある。 

 
 
 
  
５. 過去の類似案件の評価結果と本事業への教訓 

「太陽光発電プロジェクト利用地方電化の課題と可能性に関する調査（プロジェクト研究）」報告書
（2005 年）他において、バッテリーが維持管理の課題となる要素が高いと指摘されている。そのため、
廃棄バッテリー処理体制や、将来的にバッテリーを交換する費用を負担可能な実施体制等の確立が必要
であるが、体制確立に相当な時間を要する場合もある。本件で調達する太陽光発電システムは電力系統
に連系し、バッテリーを極力使用しない維持管理負担の少ないシステムを構築することとする。 
 

６. 評価結果 

以下の内容により本案件の妥当性は高く、また有効性が見込まれると判断される。 
 

(1) 妥当性 

2.(2)に記載のとおり、本事業はモルドバ共和国「2020 年までの国家エネルギー戦略」で目指してい

る再生可能エネルギーによる発電量増加に寄与するものである。また、モルドバにおいて初めてとなる
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系統連携型太陽光発電システムを導入することは、再生可能エネルギー利用に関する啓発の意義が大き

く、今後の同国での再生可能エネルギー導入促進効果が見込めると考えられる。さらに、国際社会全体

にとって喫緊の課題である気候変動対策において、先進国・途上国双方の取り組みを促し、温室効果ガ

スの排出削減と経済成長の両立を目指す途上国を支援するという日本のイニシアティブを示す意味で

も妥当である。 

 

(2) 有効性 

1) 定量的効果 

指標名 基準値（2009 年） 目標値（2016 年） 

【事業完成３年後】 

送電端電力量（MWh/年）  0 299,400

電気料金削減額（MDL/年）  0 329,340

CO2 削減量（t/年）   0 139.3
  
2) 定性的効果  
再生可能エネルギーの利用促進に関する国民への意識啓発、気候変動対策における日本のイニシアティ

ブの提示 
 
 
７. 今後の評価計画 

(1) 今後の評価に用いる主な指標 

  6.(2) 1)のとおり。 

 
   
(2) 今後の評価のタイミング 

  ・事後評価    事業完成３年後 
以 上 


